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 未婚ひとり親に控除だが対象者は縮小︖ 
2020 年税制改正⼤綱  
今月は 2019 年 12 月 12 日に発表さ
れた 2020 年税制改正⼤綱について解
説したいと思います。 

今年の改正は⼀⾔で⾔ってしまうと小粒
の改正しかありません。期限切れの法律
の延⻑が⾏われているだけという感じで
す。おそらく消費税の増税があったばかり
なので、やみくもに改正を⾏うタイミングで
はなかった、ということでしょう。もう⼀つ特
徴的なのは、ローン控除と 3000 万控
除の併⽤、海外不動産の節税、居住
⽤建物の消費税節税（脱税︖）な
ど、ネットでうけそうな税⾦小ネタの取り
締まりをしていることです。会計検査院は
主にネット検索で指摘事項を探している
んじゃないかと思うくらいです。正直上記
項目は改正するほどのことではないし、居
住用建物の消費税の件（後日記載予
定）はただの脱税ですから、今の法律で
十分に取り締まれると思うのですがなぜか
法改正。しかも逆ブレしてかなり劣悪な
改正内容になっています。 

寡婦（夫）控除は… 
あと世間的に話題となりそうなのは①
NISA関連の改正②未婚のひとり
親に寡婦（夫）控除を適⽤する、と
いうものでしょうか。①については
NISA が恒久化されるかという噂でし
たがされませんでした。それよりもジュニ
ア NISA が無くなってしまうのは残念
ですが、たしかに流⾏っていないので致
し方ないかもしれません。②は最近の
手法にならって代わりに寡婦控除自
体の対象者を制限させることにしてい
ます。なぜか⼥性のみ所得制限がな
い規定で、男⼥で差異があること⾃体
は元々批判されていましたが、ここぞの
タイミングで男⼥平等→厳しい⽅に合
わせることになりました。おそらく未婚の
ひとり親による増加よりも所得制限に
よる削減の⽅が効果が大きい気がし
ます。それでも新聞などでは「未婚のひ
とり親は負担軽減︕男⼥平等︕」と
のみ報道されることでしょうから、実態
は違うのかもしれないと何事も疑ってか
かることも⼤事ですね。 

今月のコメント 
早いもので今年最後のニュースレターとなり
ました。本年も⼤変お世話になりました。 

年末年始の休暇は 12 月 27 日（⾦）
から 1 月 5 日（日）まで頂く予定です。
昨年に続き⼦供をスキーに連れていきま
す。事務所⾃体は 27 日(⾦)まで営業し
ております。 

ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろ
しくお願い申し上げます。 

来年も引き続き宜しくお願い致します。 
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